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新しい⽣活様式での熱中症予防対策について 
 
 
標記の件について、新型コロナウイルス感染症により、⼀⼈⼀⼈が感染防⽌の３つの基本である
[1]⾝体的距離の確保、 
[2]マスクの着⽤、 
[3]⼿洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける 
等の対策を取り⼊れた⽣活様式を実践することが求められています。 
 
このような状況において、今夏は、これまでとは異なる⽣活環境下であることから、⼗分な感染
対策を⾏いながら、熱中症予防対策をこれまで以上に⼼がけていただく必要があります。 
そこで、環境省・厚⽣労働省において、熱中症予防⾏動に必要な資料を作成いたしましたのでお
知らせいたします。 
当該資料について、会員企業等にも周知いただきますようお願いいたします。 
 
お⼿数おかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。 
 
＜熱中症予防情報サイト＞ 
https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php 
 
＜熱中症予防×コロナ感染防⽌（リーフレット）＞ 
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/20200621_orange.pdf 
 
＜熱中症警戒アラート発表時の予防⾏動＞ 
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/20200616_alert_leaflet.pdf 
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